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（
質
問
の 

一
） 

答

弁

第

一

号 

   
衆
議
院
議
員
森
本
靖
君
提
出
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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六
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議
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長 
加 
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鐐 

五 
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閣
総
理
大
臣 

岸 
 

信 

介 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
森
本
靖
君
提
出
地
方
公
務
員
法
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

地
方
公
務
員
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
二
条
第
一
項
は
、
条
件
附
採
用
期
間
中
の

職
員
は
、
そ
の
職
に
お
い
て
六
月
を
勤
務
し
、
そ
の
間
そ
の
職
務
を
良
好
な
成
績
で
遂
行
し
た
と
き
に
正
式
採

用
に
な
る
も
の
と
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
職
務
を
良
好
な
成
績
で
遂
行
し
た
か
ど
う
か
の
判
定
に
つ

い
て
は
、
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
任
命
権
者
が
行
な
う
も
の
で
あ
り
、
任
命
権
者
が
条
件
附
採
用
期
間
の

終
了
前
に
別
段
の
措
置
を
し
な
い
限
り
、
そ
の
期
間
が
終
了
し
た
日
の
翌
日
に
お
い
て
、
職
員
の
採
用
は
正
式

の
も
の
と
な
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。 

二 

条
件
附
採
用
期
間
中
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
分
限
に

関
す
る
規
定
の
適
用
を
排
除
し
、
か
つ
、
同
法
第
四
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
不
利
益
処
分
に
関
す
る

審
査
請
求
権
を
否
認
し
て
い
る
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
同
法
第
二
十
八
条
第
五
項
に
基
く
条
例
に
別
段
の
定
め
の

な
い
限
り
、
そ
の
意
に
反
し
て
免
職
す
る
場
合
の
事
由
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
限
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
解
し 



四 

三
に
よ
り
承
知
さ
れ
た
い
。 

五 

辞
令
は
、
任
命
権
行
使
の
手
続
に
関
す
る
条
例
又
は
規
則
に
特
別
の
定
め
が
な
い
限
り
、
任
命
権
者
が
職
員

の
身
分
上
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
具
体
的
な
意
思
表
示
を
行
な
い
、
当
該
職
員
が
こ
れ
を
了
知
し
う
る
状
態
に

あ
れ
ば
法
的
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。 

三 

県
費
負
担
教
職
員
の
任
免
そ
の
他
の
進
退
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組

織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
き
、
市
町
村
教

育
委
員
会
の
な
ん
ら
か
の
内
申
を
ま
つ
て
行
な
う
べ
き
も
の
と
解
し
て
い
る
。 

て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




